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月曜日～金曜日10時55分～“FM21”76.8MHzでラジオ広報「浦添市役所だより」絶賛放送中！！

問☎問☎

問☎

☎
 

子
育
て
・
教
育

問☎

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

問☎

そ
の
他

問☎

税
金
・
保
険
・
年
金

問☎問☎

問☎問☎

問☎

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

問☎ ～国民健康保険被保険者の皆さんへご案内～

問い合わせ /国民健康保険課（内線 3713・3714）

●出産育児一時金の支給
　国民健康保険被保険者が出産したとき、申請すると出産育児一時金が支給
されます。また、妊娠 85日以上であれば流産・死産の場合でも支給されます。

●葬祭費の支給
　国民健康保険被保険者が亡くなったとき、申請をすると、葬祭を行った者
（喪主）に対し、葬祭費として３万円支給されます。

●全額支払った医療費などの一部を払い戻し
　医療機関の窓口で医療費などを、一旦全額支払った場合、申請すると支払っ
た費用の一部が払い戻しされます。

●入院時の食事療養費の差額を支給
　やむを得ない理由で入院先へ「標準負担額減額認定証」を提示できず、通常の
食事代負担額を支払った場合は、申請すると食事代の差額分が支給されます。

●高額療養費の支給
　国保加入者が診療を受け、負担額が一定の額（自己負担限度額）を超えた
場合に支給されるのが高額療養費です。

●高額な医療費を一度に支払わずにすみます。
　医療費が高額になる場合でも、「限度額認定証」を提示すると医療機関で支
払う金額の上限が自己負担限度額までとなり、高額となった医療費を一度に
支払わなくて済むようになります。

※支給を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますのでご注
意ください。詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。


